
船舶事故調査報告書 

令和４年６月８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 浸水 

発生日時 令和３年８月２９日 ０１時５３分ごろ 

発生場所 山口県周防
す お う

大島
おおしま

町沖家室
お き かむ ろ

島北東方沖 

 油田港油宇西Ａ防波堤灯台から真方位１９８°３.２海里付近 

 （概位 北緯３３°５２.８′ 東経１３２°２４.９′） 

事故の概要  貨物船令和
れ い わ

丸は、航行中、機関室に浸水した。 

事故調査の経過 令和３年９月２１日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 令和丸、４９９トン 

 １４３７１７、白川汽船有限会社（船舶所有者）、明港汽船株式会

社（Ａ社）（船舶運航会社）令和元年１０月 

乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

機関長、一級（機関） 

負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

事故の経過 本船は、船長及び機関長ほか２人が乗り組み、沖家室島北東方沖を

クダコ水道に向けて北東進中、機関室で警報が鳴り、自室で休息中の

機関長が機関室に点検に向かい、機関室後部に水煙があがり主機フラ

イホイール下端まで海水が溜まっているのを視認した。 

機関長は、直ちに船長に報告し、船長が主機を停止して安全な海域

に錨泊した。 

船長は、船底の破口部から浸水が続くと沈没すると思い、ＶＨＦ無

線電話で海上保安庁に通報し、救助の要請を行うとともにＡ社担当者

に浸水した旨を報告した。 

機関長は、浸水箇所を探したところ、船尾管冷却海水管のフランジ

溶接部（以下「本件フランジ溶接部」という。）の一部に直径約５０

～６０mm の破孔があり、同孔から海水が漏えい
．．

しているのを認め、船

尾管冷却海水系統の各弁を閉弁後、同孔が生じた船尾管冷却海水管の

両端に盲
めくら

板を挿入して応急処置を行い、漏水を止めた。 

本船は、船長が、Ａ社担当者から広島県尾道糸崎港にある機関修理

業者を手配した旨の報告を受け、船長及び機関長が自力航行可能と判

断し、主機を再始動して同港に向かった。 

本船は、尾道糸崎港に入港後、機関修理業者が本件フランジ溶接部

に破孔が生じた船尾管冷却海水管の新替えを行った。 



本船は、機関長が本事故発生の約５時間前に機関室を見回った際、

冷却海水系統の各配管等を点検したほか、船尾ビルジ溜まり及び機関

室のタンクトップ等に浸水等が見当たらず、異常がなかった。 

船尾管冷却海水管の各配管は、亜鉛メッキで内面処理された呼び径

３２Ａ、管の厚さ約３.６mm の圧力配管用炭素鋼鋼管が使用されてい

た。 

本船は、中華人民共和国で建造された新造船であった。 

本船は、本事故後、機関長が、本件フランジ溶接部溶接箇所の破孔

以外の表面を確認した際、表面に小さい空洞がある等、溶接部の欠陥

が認められた。 

分析 

 

本船は、北東進中、本件フランジ溶接部に破孔が生じたことから、

海水が漏えい
．．

し、機関室が浸水したものと推定される。 

本件フランジ溶接部の破孔は、同破孔以外の場所にも表面に小さい

空洞が認められることから、製造時の溶接不良によって生じたものと

考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、北東進中、本件フランジ溶接部に破孔が

生じたため、海水が漏えい
．．

し、機関室が浸水したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船舶所有者は、新造船等で本件フランジ溶接部のような溶接不良

箇所が認められた際には、配管の総点検を行うとともに、建造会

社に対して情報を提供すること。 

 


